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2026 年 2 月 18 日 

 

「国内株式議決権行使の方針と判断基準」の改訂について 

 

ニッセイアセットマネジメント株式会社（社長：大関 洋、以下「当社」）は、この度、コーポレートガバナン

スの進展に鑑み、「国内株式議決権行使の方針と判断基準」を改訂しましたので、お知らせいたします。なお、

この改訂は、2026 年 6 月の株主総会から適用します。 

 

主な改訂内容は、以下の通りです。 

 

主な変更内容

全体

「基準の考え方」の追記

・当社の「日本版スチュワードシップ・コードへの対応」の「原則１：基本方針」では、

 「議決権行使も企業との対話のひとつ」として位置づけている。この考え方に則り、投資

　先企業に、議決権行使基準策定の意図が伝わるよう、投資先企業等から問い合わせが多い

　基準について、2025年から「基準の考え方」を設置、解説を行う

・今回の主な追記事項は、「2（9）:政策保有株式（保有目的の純投資への変更）」

　「12（1）定款変更（剰余金配当権限の取締役会授権）」など

2.　取締役の選任

（5）業績との関連
・業績基準の定量水準を「3年連続ROEが上場企業の下位25％以下」から「3年連続ROE

　が上場企業の下位1/3以下」に厳格化

（9）政策保有株式

＜基準厳格化＞

・3年連続ROEが上場企業の中位超であれば賛成していたが、この閾値を基準から削除

・「保有株式の縮減方針」の開示で「縮減目標の達成時期」を含めることを明記

＜保有目的の「純投資」への変更への対応＞

・過大な「純投資」への移管で、具体的な方針（売却をする際の考慮事項など）がない

　場合、政策保有株式とみなす可能性を記載

・「基準の考え方」に、将来の基準策定の計画を明記

（11）取締役会決議のみで

　　　　決定した重要事項

・反対すべき剰余金処分が総会議案として付議されない場合、取締役候補者全員（再任）

　に反対（12（1）定款変更：剰余金配当権限の取締役会授権に対応するもの）

（「基準の考え方」を参照）

12.　定款変更

 剰余金配当権限の取締役会授権

原則、賛成を定める（株主総会による決議を排除しない場合）

・有報の株主総会前開示への対応など、株主総会のタイミングにかかわらず、重要な

　剰余金処分の決定を企業が確実に行えるよう態勢を確保できることは投資家にとっ

　ても重要であるとの判断

・ただし、授権後、反対すべき剰余金処分の際は、取締役候補者全員（再任）に反対

（「基準の考え方」を参照）

14.　株主提案

　主な判断を開示

以下の提案を、企業の対応が不十分である場合、原則、賛成する項目として追加

・過半数の社外取締役の選任、社外取締役の取締役議長への就任　　等

以下の提案を、原則、反対する項目として追加

・剰余金配当決定権限の取締役会授権の廃止　等

条項



 

             

この件に関するお問い合わせは 

広報室／〒100-8219 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル 

Tel.03-5533-4037 

https://www.nam.co.jp/ 

 

「国内株式議決権行使の方針と判断基準」の全文については、以下リンク先をご覧ください。 

https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/pdf/voting2606.pdf 

 

当社は、引き続き責任ある機関投資家として求められる役割と責任を果たしてまいります。 

以 上 

 

 

 

ご注意事項 

✓ 当資料は、情報提供を目的として作成しており、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 

✓ 当資料の内容は具体的な商品を勧誘するものではないので、手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額

については、表示することができません。 

✓ 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。 

✓ 市場見通し等は、お客様の運用方針や投資判断等の参考となる情報の提供を目的としたものです。実際の投資

等に係る最終的な決定は、お客様ご自身のご判断で行っていただきますようお願い申し上げます。 

✓ 当資料に記載された運用商品、手法等は、リスクを含みます。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果

（損益）は全て投資家の皆様のものとなります。元本が保証された商品、手法ではありません。 

✓ 当資料は、現時点で信頼できると考えられる情報を基に作成しておりますが、情報の正確性や完全性を保証するも

のではありません。 

✓ 当資料に関わる一切の権利は、引用部分を除き弊社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部または全部の無

断での使用・複製は固くお断りいたします。 

 

ニッセイアセットマネジメント株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 369 号 

加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会 

審査確認番号：法 2025-167 

https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/pdf/voting2606.pdf

